
 

 

○愛媛県食の安全安心推進条例 

平成20年12月19日条例第71号 

改正 

平成21年７月17日条例第42号 

平成26年10月17日条例第42号 

平成27年３月27日条例第12号 

平成27年３月27日条例第13号 

令和３年３月26日条例第11号 

愛媛県食の安全安心推進条例を次のように公布する。 

愛媛県食の安全安心推進条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第10条） 

第２章 施策の基本となる事項（第11条―第21条） 

第３章 施策の推進（第22条―第24条） 

第４章 愛媛県食の安全安心推進県民会議（第25条） 

第５章 雑則（第26条・第27条） 

附則 

国際化の進展に伴い、私たち県民の日々の食卓は世界中からもたらされた多種多様な食材でにぎ

わい、豊かな食生活を享受することが可能となった。 

一方、食生活の基本となる食品の安全性を損なう危機的事態が国内はもとより世界各地で次々と

発生するなど、食を取り巻く環境は大きく変化しており、私たち県民は、この状況に的確に対応し

ていかなければならない。 

言うまでもなく、食こそ生命と生活の礎であり、食の安全安心は、県民にとって最も身近で切実

な願いの一つである。 

このため、県、市町及び食品関連事業者はもとよりすべての県民が、一体となってこれらの課題

に果敢に挑み、その解決を図ることによって食の安全安心を推進するとともに、将来に向かってえ

ひめの豊かな食文化を次の世代に継承していくことが不可欠である。 

ここに、食の安全安心について、すべての県民の参加と相互理解の下、基本理念を明らかにして



 

 

その方向性を示し、必要な施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、食品の安全性及び食品に対する安心感の確保（以下「食の安全安心」という。）

に関し、基本理念を定め、並びに県及び食品関連事業者の責務並びに県民の役割を明らかにする

とともに、食の安全安心のための施策の基本となる事項を定めることにより、食の安全安心に関

する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民が健康で安心して暮らすことのできる社会の

実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 食品 全ての飲食物（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和35年法律第145号）に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。）をい

う。 

(２) 食品等 食品（その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。）並びに添加物（食

品衛生法（昭和22年法律第233号）第４条第２項に規定する添加物をいう。）、器具（同条第４

項に規定する器具をいう。）及び容器包装（同条第５項に規定する容器包装をいう。）をいう。 

(３) 生産資材 農林漁業において使用される肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品

その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある資材をいう。 

(４) 食品関連事業者 食品等又は生産資材の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事業

者であって、県内に事業所、事務所その他の事業に係る施設又は場所を有する者をいう。 

一部改正〔平成26年条例42号〕 

（基本理念） 

第３条 食の安全安心は、このために必要な措置が県民の健康の保護が最も重要であるという基本

的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。 

２ 食の安全安心は、食品等の生産から消費に至る一連の行程の各段階において、県民の健康への

悪影響を未然に防止する観点から、適切に行われなければならない。 

３ 食の安全安心は、このために必要な措置が県民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づき講

じられるとともに、県及び食品関連事業者による食品の安全性に関する積極的な情報の公開並び



 

 

に県、県民、食品関連事業者その他関係者相互間の信頼と理解の下に行われなければならない。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める食の安全安心についての基本理念（以下「基本理念」という。）にの

っとり、食の安全安心に関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。 

（食品関連事業者の責務） 

第５条 食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たって、自らが食の安

全安心について第一義的責任を有していることを認識して、食の安全安心のために必要な措置を

食品等の生産から販売に至る一連の供給の行程（以下「食品等供給行程」という。）の各段階に

おいて適切に講ずる責務を有する。 

２ 食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において取り扱う食品等又は生産資材

により県民の健康への悪影響が発生し、又はそのおそれがある場合には、当該悪影響の発生又は

拡大の防止に必要な措置を的確かつ迅速に講ずる責務を有する。 

３ 前２項に定めるもののほか、食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、

国、県又は市町が実施する食の安全安心に関する施策に協力する責務を有する。 

（県民の役割） 

第６条 県民は、自ら健康で安心な生活を確保する自覚を持ち、食品等の安全性についての知識及

び理解の向上に努めるものとする。 

２ 県民は、食の安全安心に関する施策に対して意見を表明するよう努めることにより、食の安全

安心の推進に積極的な役割を果たすものとする。 

（国等との連携等） 

第７条 県は、食の安全安心に関する施策の推進に当たっては、国、他の都道府県及び市町と密接

な連携を図るよう努めるものとする。 

２ 県は、食の安全安心に関する施策の推進に当たっては、消費者団体、食品関連事業者の組織す

る団体その他の関係団体との協働に努めるものとする。 

（環境に及ぼす影響への配慮） 

第８条 食の安全安心を推進するに当たっては、県、食品関連事業者及び県民は、その取組が環境

に及ぼす影響について配慮するものとする。 

（財政上の措置） 

第９条 県は、食の安全安心に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努め



 

 

るものとする。 

（施策の実施状況の報告及び公表） 

第10条 知事は、毎年度、食の安全安心に関して講じた施策の実施状況について、議会に報告する

とともに、これを公表しなければならない。 

第２章 施策の基本となる事項 

（推進計画の策定） 

第11条 知事は、食の安全安心に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食の安全安心

の推進に関する計画（以下「推進計画」という。）を定めなければならない。 

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 食の安全安心に関する基本的な方向 

(２) 食の安全安心のための措置に関する事項 

(３) 前２号に掲げるもののほか、食の安全安心に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項 

３ 知事は、推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、愛媛県食の安全安心推進県民会議の意

見を聴くとともに、県民の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 知事は、推進計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、推進計画の変更について準用する。 

（推進体制等の整備） 

第12条 県は、食の安全安心に関する施策を総合的に推進するために必要な体制の整備を図るもの

とする。 

２ 県は、食品等による人の健康に係る重大な被害が生ずることを防止するため、当該被害が生じ、

又は生ずるおそれがある場合に、迅速かつ適切に対処するための緊急時の体制及び当該被害の発

生の防止に関する体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（食品等供給行程の監視等及びその体制の整備） 

第13条 県は、食品等供給行程の各段階において、食の安全安心に関し適切な取扱いが行われてい

ることを監視し、指導し、及び検査するために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、前項の措置の実施に当たっては、関係機関と連携を図るとともに、機動的、効果的かつ

効率的に実施するための体制の整備に努めるものとする。 

（安全な食品等の生産及び供給の促進） 



 

 

第14条 県は、安全な食品等の生産及び供給を促進するため、食品関連事業者による食品等の適切

な生産及び供給の管理が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、安全な農林水産物の生産を促進するため、農林水産業の振興に関する施策の充実に努め

るものとする。 

（自主的な衛生管理の促進） 

第15条 県は、食品関連事業者による自主的な衛生管理が食の安全安心上重要であることにかんが

み、食品関連事業者が食の安全安心のために行う食品等の取扱いに関する基準の設定その他の自

発的な取組を促進するよう必要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、前項の措置を円滑に実施するため、食品等の製造、加工等を行う工程の安全性を保証す

るための制度の整備及びその普及に努めるものとする。 

（食品表示制度の適切な運用の確保等） 

第16条 県は、食品の表示が食の安全安心に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、食品

の表示の制度の適切な運用を確保するとともに、食品の生産、輸入、販売その他の事業活動を行

う事業者が県民の食品に対する安心感に配慮した方法で食品の表示をするよう必要な措置を講ず

るものとする。 

（情報公開、情報の共有及び相互理解の促進） 

第17条 県は、食品関連事業者が保有している食の安全安心に関する情報に関して、食品関連事業

者による積極的な公開又は提供が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、食の安全安心に関する情報の収集、整理、分析及び公開に努めるとともに、県、県民、

食品関連事業者その他関係者相互間の情報の共有及び相互理解を図るため、食の安全安心に関す

る情報及び意見の交換が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（県民の意見の反映） 

第18条 県は、第11条第３項に定めるもののほか、食の安全安心に関し、広く県民の意見を求める

ために必要な措置を講じ、その意見を施策に反映するよう努めるものとする。 

（調査研究等の推進等） 

第19条 県は、食の安全安心に関する調査研究及び技術開発を推進し、及びその成果を普及するた

めに必要な措置を講ずるものとする。 

（人材の確保及び育成） 

第20条 県は、食品等及び生産資材の安全性に関して専門的な知識を有する人材を確保し、及び育



 

 

成するために必要な措置を講ずるものとする。 

（教育及び学習の振興等） 

第21条 県は、県民が食の安全安心に関する知識と理解を深めるため、食の安全安心に関する教育

及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、食の安全安心に関する県民の意識の向上を図るため、食育の推進を図るものとする。 

３ 県は、食の安全安心の推進を通じて、県内の安全で良質な農林水産物の地産地消（地域で生産

された農林水産物を当該地域で消費することをいう。）の推進を図るものとする。 

第３章 施策の推進 

（自主回収への協力） 

第22条 食品関連事業者（食品等を生産し、採取し、製造し、輸入し、加工し、又は販売する事業

者に限る。）は、その取り扱う食品等について、他の事業者によって自主的な回収が行われると

きは、円滑かつ確実な回収のために必要な協力をするよう努めるものとする。 

一部改正〔令和３年条例11号〕 

（危害情報の申出） 

第23条 県民は、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある食品に関する情報を入手したときは、規

則で定めるところにより、知事に対し、その旨を申し出ることができる。 

２ 知事は、前項の規定による申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該申出の内容

に相当の理由があると認めるときは、関係法令及びこの条例に基づく必要な措置を講ずるものと

する。ただし、当該申出の内容が他の行政機関の所管に属するときは、当該申出の内容を当該行

政機関の長に通知するものとする。 

一部改正〔令和３年条例11号〕 

（顕彰の実施） 

第24条 知事は、食の安全安心に関し、特に優れた取組をした者の顕彰に努めるものとする。 

一部改正〔令和３年条例11号〕 

第４章 愛媛県食の安全安心推進県民会議 

第25条 第11条第３項の規定により知事に対し意見を述べさせるとともに、食の安全安心に関する

重要な事項を調査審議させるため、愛媛県食の安全安心推進県民会議（以下「推進県民会議」と

いう。）を置く。 

２ 推進県民会議は、委員10人以内で組織する。 



 

 

３ 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。 

４ 専門の事項を審査させ、又は調査審議させるため必要があるときは、推進県民会議に専門委員

を置くことができる。 

５ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。 

６ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 委員は、再任されることができる。 

８ 専門委員は、第４項に規定する専門の事項の審査又は調査審議が終了したときは、解任される

ものとする。 

９ 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

10 第２項から前項までに定めるもののほか、推進県民会議の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

一部改正〔令和３年条例11号〕 

第５章 雑則 

（保健所を設置する市が処理する事務） 

第26条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の17の２第１項の規定に基づき、食品衛生法若

しくは健康増進法（平成14年法律第103号）の規定又は食品表示法（平成25年法律第70号）の規定

（国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示に係る部分に限る。）に違反

し、又は違反するおそれがある食品等に関する次に掲げる事務（この条例の施行のための規則に

基づく事務を含む。）は、保健所を設置する市が処理することとする。 

(１) 第23条第１項の規定に基づく人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある食品に関する情報を

入手した旨の申出の受理に関する事務 

(２) 第23条第２項の規定に基づく必要な調査及び措置又は他の行政機関の長に対する通知に関

する事務 

追加〔平成21年条例42号〕、一部改正〔平成27年条例13号・令和３年11号〕 

（規則への委任） 

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

一部改正〔平成21年条例42号・令和３年11号〕 

附 則 



 

 

この条例は、平成21年４月１日から施行する。ただし、第22条、第23条及び第25条の規定は、同

年10月１日から施行する。 

附 則（平成21年７月17日条例第42号） 

この条例は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成26年10月17日条例第42号） 

１ この条例は、平成26年11月25日から施行する。 

２ 薬事法等の一部を改正する法律（平成25年法律第84号）附則第63条（第２号に係る部分に限る。）

の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第１条の規定による改正前の薬

事法（昭和35年法律第145号）第14条第６項（同条第９項において準用する場合を含む。）の規定

に基づく体外診断用医薬品又は医療機器の製造管理又は品質管理の方法の基準への適合性調査の

申請に係る医薬品、医薬部外品又は医療機器の製造管理及び品質管理の基準適合性調査申請手数

料の徴収については、なお従前の例による。 

附 則（平成27年３月27日条例第12号抄） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月27日条例第13号） 

この条例は、食品表示法（平成25年法律第70号）の施行の日から施行する。 

附 則（令和３年３月26日条例第11号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

６ この条例の施行前に着手した第３条の規定による改正前の愛媛県食の安全安心推進条例（以下

「旧安全安心推進条例」という。）第22条第１項の食品等の自主的な回収については、同条及び

旧安全安心推進条例第23条の規定は、なおその効力を有する。 

７ 地方自治法第252条の17の２第１項の規定に基づき、食品衛生法若しくは健康増進法（平成14

年法律第103号）の規定又は食品表示法（平成25年法律第70号）の規定（国民の健康の保護及び増

進を図るために必要な食品に関する表示に係る部分に限る。）に違反し、又は違反するおそれが

ある食品等に関する次に掲げる事務（前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧安

全安心推進条例（以下「なお効力を有する旧安全安心推進条例」という。）の施行のための規則

に基づく事務を含む。）は、保健所を設置する市が処理することとする。 



 

 

(１) なお効力を有する旧安全安心推進条例第22条第１項本文の規定に基づく自主的な回収の着

手の報告の受理に関する事務 

(２) なお効力を有する旧安全安心推進条例第22条第２項の規定に基づく自主的な回収の措置に

関する指導その他の必要な指示に関する事務 

(３) なお効力を有する旧安全安心推進条例第22条第３項の規定に基づく自主的な回収の終了の

報告の受理に関する事務 

(４) なお効力を有する旧安全安心推進条例第23条の規定に基づく関係行政機関の長に対する情

報の提供に関する事務（なお効力を有する旧安全安心推進条例第22条第１項本文又は第３項の

規定による報告に係るものに限る。） 

８ この条例の施行前にした行為及び附則第４項の規定によりなおその効力を有することとされる

場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 


